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除籍または改製（電算化）になった戸籍の附票（以下「除附票」といいます。）の保存期間は、法律に

よって５年間となっていますが、鏡野町では５年間の保存期間を経過した除附票であっても現在は交付

が可能です。 

しかし、鏡野地域分は平成２２年４月から、奥津、上齋原、富地域分は平成２３年４月から除附票について

発行できないものがでてきます。 

発行できなくなる除附票に代わる証明が必要な方には、「戸籍の附票の廃棄済証明書」を交付する

ことが可能ですので、ご請求の際にお問い合わせください。 

（交付には、手数料２００円が必要です。） 

○戸籍に関する証明書の請求の際、委任状が必要になる場合があります。

○除附票発行についてのお知らせ 

○印鑑証明の請求についても、本人確認が必要となりました。
　窓口にお越しの際は、運転免許証、保険証など本人確認書類を必ずご持参下さい。 

お問い合わせ先　　　鏡野町役場町民環境課町民係　０８６８－５４－２９８４ 

請求者の直系にあたる人（父
母、祖父母、子、孫など）、また
は同じ戸籍に記載されている
人の戸籍に関しては、原則とし
て請求権がありますので、取得
することができます。 
ただし、別戸籍になっている
兄弟の戸籍や、配偶者の両
親の戸籍などに関しては、原
則として請求権が認められて
いないため、委任状が必要です。 

＜引き続き発行できるもの＞ 
①改製（電算化）以降に新しく編製された附票 
②改製（電算化）により現在附票となったもの 
③改製（電算化）により平成改製原附票となっ
たもの 

＜発行できなくなるもの＞ 
④改製（電算化）以前に除籍となっていた附
票（除附票） 

除附票の発行 
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請求者が戸籍に関する証明書を請求できる範囲 

平成２２年４月１日から窓口業務の内容が変わります 平成平成２２年４月１日から窓口業務の内容窓口業務の内容が変わります 平成２２年４月１日から窓口業務の内容が変わります 

平成２１年度 電源立地地域対策交付金事業　　　　　　　 
　　　　　　　（岡山県水力発電施設周辺地域交付金事業）完了のお知らせ 
平成２１年度 電源立地地域対策交付金事業　　　　　　　 

　　　　　　　（岡山県水力発電施設周辺地域交付金事業）完了のお知らせ 

鏡野町子育て支援センター

親子でいろんな 
　　　　　積木を楽しもう 


